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規

則

(

第
五
十
二
号)

○
福
岡
県
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

児
童
家
庭
課)

一

福
岡
県
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
一
年
十
二
月
二
日

福
岡
県
知
事

麻

生

渡

福
岡
県
規
則
第
五
十
二
号

福
岡
県
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
岡
県
児
童
福
祉
法
施
行
細
則

(

昭
和
二
十
八
年
福
岡
県
規
則
第
五
十
九
号)
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
二
十
三
条
の
見
出
し
中

｢

申
込
み｣

を

｢

申
請｣

に
改
め
、
同
条
第
一
項
中

｢
里
親
申
込
書

(

様

式
第
二
十
号)

｣

を

｢

里
親
申
請
書

(

様
式
第
二
十
号)

｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中

｢
申
込
書｣

を
｢

申
請
書｣

に
、

｢

申
込
み｣

を

｢

申
請｣

に
改
め
る
。

第
二
十
四
条
中

｢

里
親
登
録
簿

(

様
式
第
二
十
一
号)

｣

を

｢

里
親
名
簿

(

様
式
第
二
十
一
号)

｣

に
改
め
る
。

第
二
十
六
条
第
二
項
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中

｢

第
一
項
の
報
告
書
又
は
前
項
の
承
認
申
請
書｣

を

｢

前
項
の
報
告
書｣

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と
す
る
。

第
二
十
八
条
の
八
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

(

児
童
自
立
生
活
援
助
事
業
の
実
施
申
込
み)

第
二
十
八
条
の
九

法
第
三
十
三
条
の
六
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
申
込
書
の
提
出
は
、
児
童
自
立
生
活

援
助
実
施
申
込
書

(

様
式
第
二
十
八
号
の
四)

に
よ
る
も
の
と
す
る
。

(

児
童
自
立
生
活
援
助
事
業
又
は
小
規
模
住
居
型
児
童
養
育
事
業
の
開
始
等
届
出)

第
二
十
八
条
の
十

法
第
三
十
四
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
知
事
へ
の
届
出
は
、
児
童
自
立
生
活

援
助
事
業

(

小
規
模
住
居
型
児
童
養
育
事
業)

開
始
届
出
書

(

様
式
第
二
十
八
号
の
五)

に
よ
る
も

の
と
す
る
。

２

法
第
三
十
四
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
知
事
へ
の
届
出
は
、
児
童
自
立
生
活
援
助
事
業

(

小

規
模
住
居
型
児
童
養
育
事
業)

変
更
届
出
書

(

様
式
第
二
十
八
号
の
六)

に
よ
る
も
の
と
す
る
。

３

法
第
三
十
四
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
知
事
へ
の
届
出
は
、
児
童
自
立
生
活
援
助
事
業

(

小

規
模
住
居
型
児
童
養
育
事
業)

廃
止

(

休
止)

届
出
書

(

様
式
第
二
十
八
号
の
七)

に
よ
る
も
の
と

す
る
。

第
三
十
四
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

法
第
三
十
三
条
の
六
第
一
項
に
規
定
す
る
児
童
自
立
生
活
援
助
の
実
施
に
要
す
る
費
用

第
三
十
五
条
の
見
出
し
中

｢

又
は
里
親｣

を

｢

、
里
親
又
は
児
童
自
立
生
活
援
助
の
実
施｣

に
改
め

、
同
条
中

｢

第
五
十
条
第
六
号
の
三
第
七
号｣

を

｢

第
五
十
条
第
六
号
の
三
、
第
七
号
、
第
七
号
の
三

｣

に
改
め
る
。

第
三
十
六
条
中

｢

第
五
十
二
条｣

を

｢

第
五
十
三
条｣

に
改
め
る
。

第
三
十
七
条
に
次
の
三
号
を
加
え
る
。

十
四

一
時
預
か
り
事
業
開
始
届
出
書

(

法
第
三
十
四
条
の
一
一
第
一
項)

(

様
式
第
四
十
二
号)

十
五

一
時
預
か
り
事
業
変
更
届
出
書

(

法
第
三
十
四
条
の
一
一
第
二
項)

(

様
式
第
四
十
三
号)

十
六

一
時
預
か
り
事
業
廃
止

(

休
止)

届
出
書

(

法
第
三
十
四
条
の
一
一
第
三
項)

(

様
式
第
四
十
四
号)

様
式
第
十
六
号
の

(

表)

中

｢

を

｣

｢

に

｣

…
…
…
…
…
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目

次

規

則

本
籍
地

現
住
所

申
請
者
又
は

通
告
者
氏
名

現
住
所

申
請
者
又
は

通
告
者
氏
名

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�

	



�
�

�


�

�
�

�

CDEFG� HIJ

KL��8 MN@AOB8



改
め
る
。

様
式
第
二
十
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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様式第20号 (第23条関係)

       



様
式
第
二
十
一
号

(

そ
の
一)

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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様式第21号 (その１) (第24条関係)

   

 

            

 

 

 

 



様
式
第
二
十
一
号

(

そ
の
一)

を
様
式
第
二
十
一
号
と
し
、
様
式
第
二
十
一
号

(

そ
の
二)

を
削
る

。
様
式
第
二
十
六
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

様
式
第
26号

削
除

様
式
第
二
十
八
号
の
二
中

｢

を

｣

｢

に

｣

改
め
る
。

様
式
第
二
十
八
号
の
三
の
次
に
次
の
四
様
式
を
加
え
る
。

� � � � ����������� 	
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本
籍
地

県
(県
名
の
み
記
入
の
こ
と
｡
)

前
住
所

群
町

番
地

方

市
村

前
住
所

群
町

番
地

方

市
村
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様式第28号の４ (第28条の９関係)
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様式第28号の５ (第28条の10関係)

  年  月  日 

 

福岡県知事 殿 

                                 事業経営者 

住 所 

（事務所の所在地）  

氏 名            印 

（名称及び代表者の氏名）   

 

 

児童自立生活援助事業（小規模住居型児童養育事業）開始届出書 

 

下記のとおり、児童自立生活援助事業（小規模住居型児童養育事業）開始しますので、

児童福祉法第３４条の３第１項の規定により届け出ます。 

 

記 

１ 事業の種類及び内容 

 

２ 条例、定款その他の基本約款 

 

３ 運営規程 

 

４ 職員の定数及び職務の内容 

 

５ 主な職員の氏名及び経歴 

 

６ 事業の用に供する施設の名称、種類及び所在地 

 

７ 事業開始の予定年月日 

 

８ 添付書類 

（１）収支予算書 

（２）事業計画書 

（３）その他参考資料 
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様式第28号の６ (第28条の10関係)

(
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様式第28号の７ (第28条の10関係)



様
式
第
四
十
一
号
の
次
に
次
の
三
様
式
を
加
え
る
。

� � � � ����������� 	
� ����� �����



� � � � ����������� 	
� ����� ��� ��

様式第42号 (37条関係)
様式第４２号（３７条関係）

年 月 日

福岡県知事 殿

名 称
代表者氏名 印

一時預かり事業開始届出書

次のとおり、児童福祉法第６条の２第７項に規定する一時預かり事業を開始しますので、
同法第３４条の１１第１項の規定に基づき届け出ます。

事 業 の 種 類

事 業 の 内 容 ※１

経 営 者 氏 名
（法人の名称）

経 営 者 住 所
（主たる事務所の所在地）

職 員 職員数 名（ 常勤 名 非常勤 名 ）
（氏名、生年月日、常勤・非常勤の別、職務の内容、資格の有無※２、経歴を別紙に記載）

事 業 区 域 ※３

施 設 の 名 称

施 設 の 種 類

施設の所在地 利 用 定 員 人

施設の面積 ㎡
保育室 ㎡[１人当たり ㎡]（遊戯室 ㎡[１人当たり ㎡]）

面積及び構造 乳児室 ㎡[１人当たり ㎡]（ほふく室 ㎡[１人当たり ㎡]）
その他 ㎡

建物の構造 造 階建 （平面図を添付）

ベビーベッド 台 遊具（ ）
設 備

その他（ ）

事業開始予定年月日 年 月 日

条例、定款その他の基本約款 （書類を添付）

※１ 事業内容を簡潔に記載の上、事業計画書及び収支予算書を添付してください。
ただし、インターネットを利用して内容を確認できる場合は、ＵＲＬ等を記載してください。

※２ 資格を証明する書類（保育士証など）の写しを添付してください。
※３ 「事業区域」欄には、市区町村名を記載することとし、当該区域の全部又は一部の別を記載して

ください。なお、一部の地域が実施地域である場合は適宜地図を添付してください。



別
紙

� � � � ����������� 	
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職
員
氏
名

生
年
月
日

常
勤
・
非
常
勤

職
務
の
内
容

資
格
の
有
無
(資
格
の
内
容
)

主
な
経
歴
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様式第43号 (37条関係)

様式第４３号（３７条関係） 

  年  月  日 

福岡県知事 殿 

名   称 

代表者氏名            印 

 

一時預かり事業変更届出書 

 

次のとおり、児童福祉法第６条の２第７項に規定する一時預かり事業の届出事項に変更

が生じたため、同法第３４条の１１第２項の規定に基づき届け出ます。 

変 更 事 項 の 内 容 

 

変 更 後 

 

 

 

変 更 前 

 

 

 

変 更 理 由 

 

 

変更年月日   年  月  日 

注意事項 

１ 変更届は変更の日から１か月以内に届け出ること。 

２ 開始届添付書類のうち変更が生じた書類をすべて添付すること。 
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様式第44号 (37条関係)

様式第４４号（３７条関係）
年 月 日

福岡県知事 殿

名 称
代表者氏名 印

一時預かり事業廃止（休止）届出書

次のとおり、児童福祉法第６条の２第７項に規定する一時預かり事業を廃止（休止）し
ますので、同法第３４条の１１第３項の規定に基づき届け出ます。

経 営 者 氏 名
（法人の名称）

経 営 者 住 所
（主たる事務所の所在地）

施 設 の 名 称

施 設 の 所 在 地

事業廃止（休止） 年 月 日
年 月 日

廃止（休止）理由

現に便宜を受けて
いる乳幼児に対す
る措置

休 止 予 定 期 間 年 月 日から 年 月 日まで



附
則

こ
の
規
則
は
､
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
｡
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